










　町では「生涯学習推進のまち」宣言に基づき、町民の皆さんが健康で生きがいのある人生を送れるよう文

化・スポーツなど多方面にわたり各種事業を行うとともに、関係団体サークルの育成等、町民の皆さんの自主

的な活動を支援しています。

　今回は、町内の生涯学習施設を定期利用しているサークルをご紹介します。

　ぜひ新たな趣味を持ったり、活動を通し地域の皆さんと交流を図ってみてはいかがでしょうか。

　　★ どなたでも入会・見学ができます。お気軽に見学にお出かけください。

　　★ 申込みは、問合せ先に記載してある電話番号に直接ご連絡ください。

※問合せ先の電話番号ですが、52の前には“0274”、74と77の前には“0495”が付きます。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間活動は見合わせています。

あなたも参加しませんか？
～　生涯学習各種団体会員募集！　～
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神川オカリーナ 23 月 １ ・ ３ PM　１：00　〜 77-1227 野口

神川気功サークル 火 毎週 PM　１：30　〜 77-1091 濱中

神川豊穣太鼓 水 毎週 PM　７：30　〜 080-4918-9497 木村

赤とんぼの会 （唱歌 ・ 童謡） 水 ３ PM　１：00　〜 77-4396 田村

コスモスハーモニー （コーラス） 水 毎週 PM　７：00　〜 77-2984 情野

手編みの会 水 ２ ・ ４ AM　９：30　〜 77-2271 岩﨑

押し花クラブ 水 ３ AM　９：30　〜 77-3633 横山

布工房 （吊し雛作り） 水 １ ・ ３ PM　１：30　〜 52-2594 山口

神川民謡愛唱会 水 1 ・ 2 ・ 4 PM　１：30　〜 77-1367 深石

神川山歩きの会 水 ２ PM　７：30　〜 52-4196 和久井

神川水墨の会 水 ３ PM　１：30　〜 52-4625 本木

神川町陶芸クラブ 水 毎週 PM　１：00　〜 77-2376 堀内

神川ハートフルオカリナクラブ 木 ２ ・ ４ PM　７：00　〜 77-2543 望月

卯月俳句会 木 １ AM  10：00　〜 77-2448 小川

神川自然に親しむ会 木 １ PM　７：30　〜 52-4020 浅見

朗読ボランティアたんぽぽ 木 ３ AM  10：00　〜 77-2797 田村

ウクレレ R1 金 １ ・ ３ PM　１：30　〜 77-3879 谷村

人生を楽しむ会 （パソコン） 金 ２ ・ ４ PM　７：00　〜 77-4139 河野

神川手芸サークル 金 毎週 AM　９：30　〜 77-1822 奈良

着付けクラブ 金 １ ・ ３ PM　７：00　〜 77-3757 戸谷

ヨガサークル 金 ２ ・ ４ PM　６：00　〜 77-1251 木村

メルヘンクラフト （紙粘土） 金 ２ ・ ４ AM　９：30　〜 77-1318 新保

彩美絵画クラブ 金 ２ PM　１：30　〜 77-4120 宮下

神川豊穣太鼓春駒の会 土 1 ・ 3 ・ 5 PM　１：30　〜 080-4918-9497 木村

かみかわウインドシンフォニー 土 毎週 PM　６：00　〜 77-0012 吉田

竹遊会 （尺八） 土 ２ ・ ４ PM　１：30　〜 52-3760 須藤

神川町ダンベル友の会 土 毎週 PM　７：30　〜 77-4600 根岸

神川山野草の会 土 2 PM　１：00　〜 77-3577 堀内

合唱団きりかぶ 日 ２ ・ ４ PM　１：00　〜 77-7070 佐々木

神川町茶道クラブ 不定期 随時 77-2135 渋谷
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ダンベル愛好会 月 毎週 AM　９：00　〜 77-4301 福嶋

３B 体操さくらそう 月 毎週 PM　１：30　〜 77-0884 根本

エージレス体操 火 毎週 AM  10：00　〜 77-3389 山越

神川町民踊愛好会 火 毎週 PM　７：00　〜 77-2260 木村

神川太極拳クラブ 水 毎週 PM　１：00　〜 77-3215 須藤

神川ジャズダンスクラブ 木 毎週 AM  10：00　〜 77-4772 中原

神川健康体操 木 毎週 PM　１：30　〜 52-4869 佐藤
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つぼみ会 （茶道） 火 2 ・ 4 AM　９：00　〜 77-3295 戸谷

ソシアルダンス 火 毎週 PM　５：00　〜 090-4399-6372 松本

神川カラオケ愛好会 水 ２ ・ ４ PM　１：30　〜 77-3318 関口

健康体操の会 水 ２ ・ ４ PM　６：30　〜 77-5888 関口

サルビア会 （読み聞かせ） 木 ４ AM　９：30　〜 52-5508 小笠原

神川町スポーツ吹矢クラブ 木 毎週 PM　７：00　〜 77-2448 小川

微笑クラブ （書道） 木 ２ ・ ４ AM  10：00　〜 77-2541 大山

神川町舞踊愛好会 木 １ ・ ３ PM　１：00　〜 77-4062 須賀

愛和の会 （勉強会） 金 ３ AM  10：00　〜 77-3349 関口

さくら会 （パッチワーク） 金 １ ・ ３ PM　１：30　〜 77-0833 塚本

装いクラブ （着付け） 金 ４ PM　２：00　〜 52-3548 常木

どんぐりの会 （童謡） 金 ２ ・ ４ PM　７：30　〜 77-2587 榊原

写真愛好会 金 ２ PM　８：00　〜 77-2025 飯島

友と歌クラブ （カラオケ） 金 1 ・ 3 ・ 4 PM　７：00　〜 77-5575 中島

３B 体操ふれあいサークル 金 毎週 AM  10：00　〜 77-1227 野口

パッチワークキルトサークル ・ 布遊び 土 １ AM  10：00　〜 77-1300 石坂

フォーカス友の会 火 奇数月３ AM  10：00　〜 77-2498 根岸

リフォームクラブ 土 ２ ・ ４ PM　１：30　〜 77-4558 木村

小浜カラオケ会 土 ２ ・ ４ PM　７：00　〜 77-3882 横山

多
目
的
交
流
施
設

☎
（５
２
）２
５
８
８

３B 体操カタクリ 水 毎週 AM  10：00　〜 77-1227 野口

神泉フラダンス愛好会 木 毎週 PM　１：30　〜 52-6005 四方田

あさを俳句会 木 ３ PM　１：30　〜 52-2911 貫井

着物リメイククラブ 土 １ ・ ３ PM　１：30　〜 52-4020 浅見

神川農業グループ 不定期 随時 52-4274 石井

神泉写真愛好会 不定期 随時 52-4274 石井
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ハーモニカサークル 水 ２ ・ ４ PM　１：30　〜 52-4625 本木

神川吟詠会 木 毎週 PM　１：30　〜 090-3596-4285 渡部

さわやかリズム体操 木 ２ ・ ４ PM　２：00　〜 77-4383 髙栁

いこいの郷フラダンスサークル 金 1 ・ 2 ・ 3 AM  10：00　〜 77-3634 岩﨑
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将門太鼓保存会 金 ２ ・ ４ PM　７：00　〜 52-6577 中里

子ども茶道クラブ 不定期 随時 77-3111 田村
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問合せ　中央公民館　☎０４９５-７７-3671　FAX０４９５-７７-5066
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活用しよう！農業関連補助事業
問合せ　経済観光課　農政担当　☎０４９５-７７-0703　FAX０４９５-７７-3915

〇認定農業者支援事業

　新規作物や新技術の導入等に必要な機械、施設等の整備に要する費用の一部を補助します。

【対象者】　認定農業者で、現在の経営規模を維持拡大し、引き続き5年以上農業経営を行うことが見込まれ　　

　　　　　　　る方

【対象経費】　新規作物・新技術の導入等に必要な機械・施設に要する経費（トラクター・コンバインなど汎用性

　　　　　　　　 が高い機械購入経費は対象となりません。）

【補助率】　対象経費の1/3以内（上限５０万円）

【申請期限】　9月30日(水)　

　※申請後、神川町農業支援事業認定審査会に諮ります。

○獣害防除対策事業

　獣による農作物被害防止のために設置する施設等の整備に要する費用の一部を補助します。

【対象者】　農地を所有又は借用することにより、継続的に農産物を生産している方

【対象経費】　獣による農作物被害を防除するために設置するネット・電気柵等設置にかかる資材経費。ただ

　　　　　　　　 し、資材の購入費で２万円以上のもの

【補助率】　対象経費の1/2以内（上限５万円）

〇新規就農者農業機械購入費補助事業

　新たに農業を始める方へ営農に必要な農業機械の購入に要する費用の一部を補助します。

【対象者】　農地を所有又は借用することにより、営農の継続が見込まれる新規就農者

【対象経費】　営農に必要な管理機、耕運機、またはトラクターを新たに購入する経費。ただし、機械の購入費で

　　　　　　　　 ２万円以上のもの

【補助率】　対象経費の1/2以内（上限１０万円）

○特産品（梨）振興事業

　梨の生産等に要する費用の一部を補助します。

【対象者】　梨を生産・販売する農業者

【対象経費】　病害虫防除（コンフューザー）の購入経費

【補助率】　対象経費の1/2以内（上限５万円）

※苗木、土壌処理剤の購入及び抜根に要する費用の補助もあります。詳細はお問合せください。

○新規就農青年育成奨励金

　新規就農青年に対し、奨励金を交付します。

【対象者】　年間１５０日以上農作業に従事した新規就農者等

【対象年齢】　１８歳以上４５歳未満

【奨励金額】　１０万円

※全ての事業について、更に詳細な条件（町税に滞納がない等）があります。申請前にお問合せください。

神川町中小企業者等事業継続支援金について
問合せ　経済観光課　商工観光担当　☎０４９５-７７-0703　FAX０４９５-７７-3915

　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している事業者に対して一律10万円を、さらに対象

融資を受けている事業者には、融資に係る利子及び信用保証料の補助として上限10万円を支給します。

支援金の種類 給付金額 給付条件

定額給付 １事業者あたり１０万円 下記（１）及び（２）に該当

利子及び信用保証料補助 １事業者あたり上限１０万円 下記（１）（２）（３）に該当

○給付額・補助額　最大で合計２０万円　※この支援金は所得税の課税対象収入となります。

〇給付条件

（１）町内において事業を行っている中小企業者・小規模企業者※（個人事業主及び農家含む）で、今後も事　

　　 業の継続を目指していること。

　　 ＊生計維持に係る主たる収入が事業収入以外にあると認められる場合は対象外となります。

 　　＊神川町暴力団排除条例に規定する暴力団員、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

　　　　に規定する風俗営業等に該当するもの及びこれに類する業種の方は対象外となります。

　　 ＊町税等に滞納が無いことが条件となります。（新型コロナウイルスの影響による「徴収猶予の特例制　　

　　　　度」の適用を受けているものは除く。）

 　　※「中小企業者・小規模企業者」とは、中小企業基本法の定義によります。

（２）新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していること。

　　 ＊令和２年２月以降の売上が前年の同月と比較して減少している場合に対象となります。

（３）下記対象融資のいずれかを利用していること。

 　　＊令和2年２月1日以降に対象融資を利用した事業者が対象となります。

 　　＊申請日時点で融資を受けていなくても、その後融資を受けた場合には変更申請をすることで補助を

　　　　受けることができます。

●対象融資　※ご利用の資金名称がわからない場合は、融資を受けている金融機関にお問合せください。

埼玉県中小企業制度融資

・ 経営安定資金（災害復旧関連）

・ 経営安定資金（特定業種関連）

・ 経営あんしん資金（新型コロナウイルス特例）

・ 緊急借換資金

・ 新型コロナウイルス感染症対応資金

株式会社日本政策金融公庫 ・ 新型コロナウイルス感染症特別貸付

商工会、 商工会議所 ・ 新型コロナウイルス対策マル経融資

株式会社商工組合中央金庫 ・ 新型コロナウイルス感染症特別貸付（危機対応融資）

〇申請方法

・ 感染拡大防止のため、申請は原則として郵送で受付します。町ホームページからのダウンロード又は

　 経済観光課窓口で配布する申請書に必要書類を添えて、令和２年８月３１日までに申請してください。

・ 役場への来庁が困難な方には、申請書類を郵送いたします。ご希望の場合はご連絡ください。

※添付書類については、町ホームページをご覧いただくか、経済観光課までお問合せください。

※給付方法は、原則口座振込とします。



　合併処理浄化槽とは、微生物の働きで汚水をきれいな水にして放流する排水処理施設のことで、トイレだ

けでなく風呂、台所等の生活排水すべてを処理します。浄化槽法では、機能を十分に発揮させるため、保守点

検・清掃・法定検査の実施が義務付けられています。

　町では、合併処理浄化槽を適正に管理しているみなさまの負担を少しでも軽減するため、維持管理費の一

部を補助しています。１０人槽以下の家庭用合併処理浄化槽が対象です。

　なお、トイレの排水のみを処理するものは「単独浄化槽」です。補助制度の対象にはなりません。

　維持管理とは、保守点検・清掃・法定検査のことをいいます。

　●保守点検 ・ ・ ・ 浄化槽の点検、 調整や修理のことです。

　●清掃　　　 ・ ・ ・ 浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整、 機器類の清掃を行うことです。

　●法定検査 ・ ・ ・ 保守点検や清掃が適正に行われ、 浄化槽の機能が発揮されているか確認する検査です。

　【対象地域】　下水道区域（渡瀬・元原）以外の地域

　【補助金額】　補助対象経費（保守点検・清掃・法定検査）の合計額の1/2(上限２万円）

　【対象期間】　初めて補助金を受けた年度から継続して３年間（申請は毎年必要です）

　【申請に必要な書類（申請日から１年以内の書類）】

　①浄化槽法第１１条による法定検査結果書の写し及び領収書の写し

　②清掃に要した費用に係る領収書の写し

　③保守点検に係る記録簿（直近２回分）の写し及びこれに要した１年分の費用に係る領収書の写し

　※口座引き落としで支払っている場合は、通帳の写しが必要です。

　【その他】　上記書類の他に、預金通帳（補助金の振込先）及び印鑑をお持ちください。
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　空き家バンクは、空き家となっている利活用可能な建物のうち、

所有者が売却・賃貸を希望する物件の情報をホームページなど

を通して、町内に移住・定住を希望する方に情報提供を行う制度

です。空き家バンクに登録された空き家は、ホームページで情報

を公開しています。

●募集内容

　お持ちの空き家を売りたい方、貸したい方は、ぜひ空き家バン

クに登録をお願いします。まずは、防災環境課までご相談くださ

い。登録は無料です。宅建業者等による空き家の調査を行い、登

録可能か判断させていただきます。なお、物件の状態によっては

登録できない場合があります。

●対象者

　本制度における空き家とは、個人が所有する戸建住宅が対象

となります（アパートや土地のみは対象外）。

空き家バンクをご利用ください
問合せ　防災環境課　環境担当　☎０４９５-７７-２１２４　FAX０４９５-７７-３９１５

合併処理浄化槽の維持管理費の一部を補助します
問合せ　防災環境課　環境担当　☎０４９５-７７-２１２４　FAX０４９５-７７-３９１５

給水栓(農業用水)の適切な管理・利用について
問合せ　経済観光課　農政担当　☎０４９５-７７-0703　FAX０４９５-７７-3915

●事故の防止対策例

・作業前にあらかじめ給水栓の場所を確認しておく。

・給水栓周囲の草刈りをして、位置が分かるようにしておく。

・給水栓の位置が分かるように目印となる物を置く。

●給水栓の破損事故が多発

　トラクターなどの作業で、給水栓を破損させてしまう事故が多発しています。破損させた場合、水を止める操

作は役場職員が行いますのでご連絡ください。修理が完了するまで、周辺の農地では農業用水の利用ができ

なくなります。

　事故等を未然に防ぐためにも、事故防止の対策をしていただきますようお願いします。

　※給水栓の修理は、個人負担となります。

農業用給水栓
農地に設置してあり、 農業用水の利用ができます

( 給水栓のない農地もあります )

事故防止対策例
古タイヤを利用

破損した様子
水が噴き出します

犬の飼い方について

　最近、 犬の飼い方について 「散歩の際などにリード （ひも） に繋がない」、 「飼い犬の糞を片付けない」

などの苦情が多数よせられています。

　飼い主のマナーとして、 犬の散歩時には必ずスコップ等や袋を持参し、 排出した糞は回収し持ち帰ってく

ださい。 動物を飼う場合には、 地域住民に迷惑をかけることのないように配慮し、 町内の美化 ・ 衛生にご

協力をお願いします。

問合せ　防災環境課　環境担当　☎０４９５-７７-２１２４　FAX０４９５-７７-３９１５

【犬の飼養マナーアップ】

・最後まで責任をもって飼いましょう。

・散歩の時は必ずリードに繋ぎましょう。

・放し飼いはやめましょう。

・散歩中に排出した犬の糞は必ず持ち帰りましょう。











くらしのカレンダー
日 月 火 水 木 金 土

６/1 2 3 4 5 6

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日

7 8 9 10 11 12 13
♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日

14 15 16 17 18 19 20

♥物忘れ相談
♥心配ごと・人権・行政相談
♪にこにこ相談日

21 22 23 24 25 26 27

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日

28 29 30 7/1 2 3 4

♥物忘れ相談
♥なっちゃんカフェ
♪にこにこ相談日

5 6 7 8 9 10 11

♥物忘れ相談
♥心配ごと・人権・行政相談
♪にこにこ相談日

12 13 14 15

♥物忘れ相談
♪にこにこ相談日

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

粗大ごみリクエスト

粗大ごみリクエスト

取扱業務取扱業務

・ 戸籍、 住民票、・ 戸籍、 住民票、
　印鑑証明書の交付　印鑑証明書の交付
・ 印鑑登録と廃止・ 印鑑登録と廃止

戸籍窓口戸籍窓口

C A L E N D A R
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B
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戸籍窓口戸籍窓口
　午前 8 時半～正午　午前 8 時半～正午

C
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B
可燃

C
不燃

A
資源

B
資源

A
資源

B
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戸籍窓口戸籍窓口
　午前 8 時半～正午　午前 8 時半～正午
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C
可燃
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C
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A 可燃
不燃

B 可燃
不燃

B 可燃
不燃

A
可燃

C
可燃

C
資源

B
可燃

B
可燃

ごみ収集日区分け表
A  植竹・関口・四軒在家・元阿保・八日市
　　原新田・熊野堂・元原
B  新宿・池田・二ノ宮・新里・前組・中新里
　　小浜・貫井・肥土・渡瀬（本町・仲町・上町）

C　下阿久原・上阿久原・矢納

燃えるごみ…可燃　　燃えないごみ…不燃　 資源ごみ…資源

C
可燃

A
可燃

A 可燃
不燃

C
可燃

B 可燃
不燃
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可燃

C
可燃

B
可燃

A
資源

B
資源

A
可燃

C
可燃

B
可燃

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

戸籍窓口戸籍窓口
　～午後 7 時　～午後 7 時

A
資源

B
資源

B
可燃

C
可燃

A
可燃


